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平成20年７月１日付け三重県公報号外により教育委員会関係条例が次のように掲載されました｡
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お知らせ ○ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 ………………………………… 教 育 改 革 室 １頁

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 七 月 一 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中

｢ 三 重 県 立 上 野 農 業 高 等 学 校 伊 賀 市 全 日 制 ｣ を

｢ 三 重 県 立 上 野 農 業 高 等 学 校 伊 賀 市 全 日 制

三 重 県 立 伊 賀 白 鳳 高 等 学 校 伊 賀 市 全 日 制 ｣

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に 基 づ き 設 置 さ れ る 学 校 へ の 入 学 に 係 る 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も

行 う こ と が で き る 。

に 改 め る 。



教育公報 号 外
平成20年７月１日発行

発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社

再生紙を使用しています
2


